
農業者年金に加入しませんか

農業者年金は、国民年金の第１号被保険者（保険料納付免除者を除く）で、年間60日以上
農業に従事する60歳未満の人はだれでも（農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者な
どの家族従事者も）加入できます。

農業委員の井上勲氏永眠される
砂川市農業委員会委員の井上勲氏(66歳 北光162-2)が、昨年

12月15日に永眠されました。
井上氏は砂川町（現砂川市）出身で、平成１１年７月に砂川市

農業委員会委員に当選され、平成１７年から会長職務代理を務め、
さらに、平成２３年からは砂川市議会より推薦を受け農業委員を
続けられ、農地行政と農業経営の改善並びに農業生産向上のため
にご尽力され、多大な貢献をされています。
心からご冥福をお祈り申し上げます。

地域担い手研修講座のご案内（空知農業改良普及センター中空知支所）

地域農業の活性化を目指し、担い手の皆様方を対象とした研修講座開催のご案内です。

今後、２月上旬：「クミカンの見方『営農計画書って何～？』」（ＪＡ営農課）
２月下旬：「農業経営について」（指導農業士）
３月中旬：「農薬の見方について」（普及センター）

の３回の開催を予定しています。若手農業者の方は、ぜひご参加ください。
詳細につきましては、農業改良普及センター中空知支所（７４－２２８１、

斉藤指導員・伊東指導員・添島係長）までお問い合わせ願います。

加入には①「通常加入」と②「政策支援加入（保険料の国庫補助）」があります。

①「通常加入」
・２万円～６万７千円（千円単位）までご自身で保険料を設定できます。
・保険料額を途中で変更することも可能です。

②「政策支援加入」
・４０歳未満であり、かつ、一定の条件を満たす農業者の方の保険料（２万円）の
一部を国が補助するものです。

加入申込み、お問い合わせ等は、農業委員会事務局（５４－２１２１内線３５４）または、
新砂川農業協同組合営農課（５４－３１８１）までお気軽にご連絡ください。


